
No. 会社名又は屋号 職種 所  在  地 No. 会社名又は屋号 職種 所  在  地

1 川島建築事務所 設計 三好市山城町中野155-7 31 株式会社 中央建工 工務店 三好市池田町馬路宮ノ下14-3

2 川人一級建築設計事務所 設計 三好市池田町マチ2174-9 32 有限会社 大月工務店 工務店 三好市山城町大月487

3 中尾山建築事務所 設計 三好郡東みよし町足代1960-1 33 有限会社 中平建工 工務店 三好市東祖谷久保533-4

4 松江建築設計室 設計 三好郡東みよし町加茂352 34 中山製材 有限会社 工務店 三好市山城町大川持31-3

5 株式会社 スバル設計 設計 三好市三野町大刀野5-6 35 有限会社 番匠中山 工務店 三好郡東みよし町昼間2596-6

6 藤川建築設計事務所 設計 三好市井川町西井川1827-2 36 株式会社 Ｐｒｏｊｅｃｔ D 工務店 三好郡東みよし町中庄780-11

7 株式会社  ｱﾒﾆﾃｨｰﾎｰﾑ四国 設計 三好市池田町シマ793-1 37 有限会社 藤村工務店 工務店 三好郡東みよし町加茂2133-7

8 遊木民 設計 三好市山城町下名1132 38 有限会社 筆本工務店 工務店 三好郡東みよし町昼間1170-2

9 三好西部森林組合長 素材 三好市山城町西宇1216 39 丸浦工業 株式会社 工務店 三好市池田町シンマチ1466

10 三好西部森林組合 素材 三好市山城町西宇1216 40 有限会社 三宅工務店 工務店 三好市池田町白地本名50-5

11 三好東部森林組合長 素材 三好市三野町加茂野宮156-4 41 有限会社 森本建装 工務店 三好郡東みよし町加茂2152番地2

12 三好東部森林組合 素材 三好市三野町加茂野宮156-4 42 株式会社 ｱﾒﾆﾃｨｰﾎｰﾑ四国 工務店 三好市池田町シマ793-1

13 株式会社　三好木材センター 素材 三好市三野町加茂野宮156-1 43 上野　建築 工務店 三好郡東みよし町西庄字井関54-1

14 株式会社  山城もくもく 素材 三好市池田町マチ2475番地302 44 大滝建築 工務店 三好郡東みよし町昼間567-2

15 NISMOC株式会社 素材 三好市池田町中西ナガウチ274-1 45 大西（重）建築 工務店 三好市池田町中西サルガワ944-8

16 有限会社 伊原製材所 製材 三好郡東みよし町加茂2842 46 沖建築 工務店 三好市三野町勢力25-2

17 株式会社 阿波林材 製材 三好市三野町太刀野山3870 47 梶芳建築 工務店 三好市井川町井内西5216

18  有限会社 平岡木材 製材 三好市池田町州津宮ノ久保811-1 48 木下建築 工務店 三好市池田町イケミナミ2115-1

19 今村産業 製材 三好市山城町赤谷394 49 佐古建築 工務店 三好市池田町白地ウマバ340

20 金山木工所 製材 三好市池田町中西1669-2 50 佐藤建築 工務店 三好市三野町太刀野3-1

21 三好西部森林組合小径木工場 製材 三好市山城町白川 51 高井建築 工務店 三好市井川町西井川979-8

22 有限会社 大谷製材所 製材 三好市山城町下川42-3 52 藤本建築 工務店 三好郡東みよし町加茂1751-2

23 山口製材 株式会社 製材 三好市池田町中西ナガノ327-1 53 藤原建築 工務店 三好市西祖谷山村今久保185

24 山口製材 製材 三好市井川町西井川354-2 54 前田建築 工務店 三好市井川町西井川309-1

25 有限会社 匠工業 工務店 三好市池田町イケミナミ1890 55 三木建築 工務店 三好市池田町中西1415-3

26 有限会社 川原工務店 工務店 三好市山城町信正604-1 56 宮川建築 工務店 三好市池田町イケミナミ2051-2

27 有限会社 近藤工務店 工務店 三好市池田町マチ2161-1 57 安田工務店 工務店 三好市三野町勢力697-5

28 三工建設 株式会社 工務店 三好市池田町サラダ1893-1 58 山口建工 工務店 三好市山城町光兼567-1

29 有限会社 あたらしや 工務店 三好市山城町下名1132番地 59 山下建築 工務店 三好市池田町馬路芭蕉6-1

30 株式会社 竹内工務店 工務店 三好市池田町イケミナミ1944-1 60 木下　健司 工務店 三好市三野町芝生953

61 齋藤　守義 工務店 三好市池田町白地ウマバ174

62 鈴久保　晴夫 工務店 三好郡東みよし町加茂2094-5

63 三木　良巳 工務店 三好市池田町西山太夫地3457

1 三好産材を使用した在来工法の木造住宅であること（納材証明が必要）

2 設計は、三好地域木造住宅推進協議会の会員である設計業者が行うこと。（主たる事務所を有すること）

3 施工は、三好地域木造住宅推進協議会の会員である施工業者が行うこと。（主たる事務所を有すること）

4 申請者は、新築する住宅の建設地に住民登録をし、工事完了報告書に住民票を添付すること。

5 補助金交付要件等詳しくは役場産業課（電話79-5339）までお問い合わせください。

三好地域木造住宅推進協議会　会員名簿(R５年4月）

＊必須基準


